
令和５年度群馬県精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修実施要領 

１ 目的 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障

害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保され

た「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めていくことが必要とな

っている。相談支援専門員をはじめとする関係職員の資質向上により、本システム構築

のさらなる推進を図る。 

２ 実施主体 

群馬県 

ただし、有限会社プログレ総合研究所に委託して実施します。 

３ 日時 

講義（WEB聴講） 令和６年３月８日（金）～３月１８日（月） 

 演習（WEB演習） 令和６年３月２３日（土）９：３０～１２：００ 

４ 研修内容 

別紙１（研修カリキュラム）のとおり 

※公益社団法人日本精神保健福祉士協会が「指定一般相談支援事業所（地域相談支

援）と精神科病院の職員が協働して地域移行に向けた支援を行うための研修カリキ

ュラム及びガイドライン等の開発」において作成した研修カリキュラムに基づき編

成。 

５ 対象者 

①県内相談支援事業所に勤務する相談支援専門員 

②県内精神科病院に勤務する看護師、精神保健福祉士等 

 

６ 募集定員 

３０名程度 

７ 申込方法 

別紙２「令和５年度群馬県精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修受講申込

書」に、必要事項を記入の上、令和６年２月２８日(水)１７時までに、下記申込先あて

電子メールにて申し込むこと 

※電子メールの件名に「【精神障害者地域移行研修】」及び「所属名（事業所名等）」を記載してくださ

い。 
記載例：【精神障害者地域移行研修】◯◯事業所 

※エクセルファイル名は「受講申込書（所属名）」として提出してください。 

記載例：受講申込書（◯◯事業所） 



８ 受講者の決定 

受講の可否について、受講者にメールで通知する。 

受講申込書に記載のメールアドレスへ送信します。 

なお、受講申込者が定員を超えた場合は、優先順位等により調整し受講者を決定しま

す。 

９ 受講費用 

２，０００円（WEBシステム ID等） 

※受講費用は、受講決定通知に同封する振込書にてお支払いいただきます。     

なお、詳しい支払い方法については、受講決定通知に同封します。 

10 修了証書の交付 

全過程の研修を修了した者には、修了証書を郵送にて交付する。 

※修了証書の再発行は行わないので、紛失しないように留意すること。 

11 その他留意事項 

（１） 原則として演習受講中の退席は認めません。なるべく休憩時間に対応するほか、

必要な場合は係員等に相談してください。 

（２） 本研修は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定

める基準（平成２７年厚労告１８０）第６号に規定する基準（精神障害者支援体制加

算に係る基準）を満たす研修です。 

＜受講申込書の送付先及び研修に関する問合せ先＞ 

有限会社プログレ総合研究所 

電話番号：０２７－３３０－２６９０ 

（平日９：００～１８：００） 

ＦＡＸ ：０２７－３２７－０８０１  

E-mail ：g-shougai@omiya-fukushi.co.jp 


